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ともに支え
ささえ

、ともに暮らす
く ら す

やさしいまち長浜
ながはま

を目指して
め ざ し て

 

 

１ 法律
ほうりつ

の目的
もくてき

  

しょうがいの有る
あ る

無し
な し

に関わらず
か か わ ら ず

、すべての国民
こくみん

がお互い
おたがい

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊 重
そんちょう

し合って
し あ っ て

共
とも

に暮らせる
く ら せ る

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することです。 

 

２ 主
おも

な内容
ないよう

  

① 国
くに

・地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

及び
および

民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

は、不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取り扱い
とりあつかい

※1をしてはいけない 

② 国
くに

・地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

及び民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

は、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

※2をしなければならない 

③ 国
くに

・地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、相談
そうだん

・紛争
ふんそう

防止
ぼうし

・紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための体制
たいせい

を整備
せいび

する 

 

 

※１ 不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつかい

とは・・・・ 

しょうがいのある人
ひと

に対して
たいして

、正 当
せいとう

な理由
りゆう

なくサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

を拒否
きょひ

・制 限
せいげん

することです。 

 

例えば
たとえば

  

●しょうがいがあると言う
い う

理由
りゆう

で、スポーツクラブ
す ぽ ー つ く ら ぶ

やサークル
さ ー く る

への 入 会
にゅうかい

、飲 食 店
いんしょくてん

への 入 店
にゅうてん

を 

断られた
ことわられた

 

●アパート
あ ぱ ー と

を借りる
か り る

際
さい

にしょうがいがあることを伝えたら
つたえたら

、貸す
か す

ことができないと契 約
けいやく

を断られた
ことわられた
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※２ 合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

とは・・・・ 

しょうがいのある人
ひと

の、社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

における行 動
こうどう

を妨げる
さまたげる

社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

※3を取り除く
とりのぞく

配 慮
はいりょ

を

することです。しょうがいのある人から、何ら
なんら

かの配 慮
はいりょ

を求める
もとめる

意志
い し

の 表 明
ひょうめい

があったら、負担
ふたん

にな

りすぎない範囲
はんい

で、個別
こべつ

の対 応
たいおう

を行います
おこないます

。 

 

 

※３ 社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

とは・・・・ 

しょうがいのある人
ひと

にとって、 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

または社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

において 障 壁
しょうへき

となるような事物
じぶつ

、

制度
せいど

、慣 行
かんこう

、観 念
かんねん

等
とう

のこと 

 

例えば
たとえば

  

●乗り物
のりもの

に乗る
の る

際
さい

に、手助け
てだすけ

を頼んだ
たのんだ

のに、 職 員
しょくいん

から必 要
ひつよう

な援 助
えんじょ

を受けられない
う け ら れ な い

。 

●講義
こ う ぎ

や講演
こうえん

の際
さい

に、筆 談
ひつだん

・ 文 章
ぶんしょう

の読み上げ
よ み あ げ

・ゆっくりと丁 寧
ていねい

な説 明
せつめい

を希望
きぼう

したのに配 慮
はいりょ

して 

もらえない。 

 

 

この法律
ほうりつ

は、一般
いっぱん

の人
ひと

の行為
こうい

や思想
しそう

には適用
てきよう

されませんが、国
くに

や地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

によ

る啓発
けいはつ

活動
かつどう

によって差別
さべつ

解 消
かいしょう

を推進
すいしん

するとしています。 

 

３ 雇用
こよう

分野
ぶんや

  

雇用
こよう

分野
ぶんや

の差別
さべつ

禁止
きんし

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

は、改正
かいせい

障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

で定められて
さ だ め ら れ て

いま

す。この法律
ほうりつ

では、職場
しょくば

でしょうがい者
しゃ

が働く
はたらく

うえでの支障
ししょう

となっていることを、過重
かじゅう

な負担
ふたん

を伴わない
ともなわない

範囲
はんい

で事業
じぎょう

主
ぬし

が改善
かいぜん

することとしています。 
 


